
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
商
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
未
成
年
後
見
人
登
記
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
後
見
人
が
被
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後

見
人
が
未
成
年
被
後
見
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
五
百
四
十
一
条
第
二
号
中
「
後
見
開
始
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
」
に
改
め
る
。

（
公
証
人
法
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
保
佐
人
」
を
削
る
。

一

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
二
号
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
第
五
号

二

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号

三

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
十
四
条
第
二
項
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（
恩
給
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
ヲ
付
ス
ル
処
分
ノ
審
判
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
」
に
改
め
る
。

（
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
、
「
代
つ
て
」
を
「
代
わ
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
、
「
向
つ
て
」
を
「
向
か
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
、
「
代
つ
て
」
を
「
代
わ
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改

め
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
十
三
条
の
六
の
五
第
一
項
中
「
第
三
条
の
五
」
を
「
第
三
条
の
六
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
九
中
「
後
見
の
」
を
「
未
成
年
後
見
の
」
に
改
め
る
。

（
戸
籍
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
未
成
年
者
の
後
見
」
を
「
未
成
年
後
見
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
中
「
又
は
成
年
被
後
見
人
」
を
削
り
、
「
後
見
人
を
」
を
「
未
成
年
後
見
人
を
」
に
改
め
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
又
は
成
年
被
後
見
人
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
後
見
人
」
を
「
、
未
成
年
後
見
人
又
は
特
定
補

助
人
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

届
出
を
す
べ
き
者
が
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
特
定
補
助
人
も
届
出
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
中
「
遺
言
の
謄
本
を
添
附
し
て
」
を
「
遺
言
書
等
（
民
法
第
千
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遺
言
書
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
謄
本
又
は
遺
言
書
等
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
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し
て
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
八
節
の
節
名
中
「
未
成
年
者
の
後
見
」
を
「
未
成
年
後
見
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
民
法
第
八
百
三
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
開
始
す
る
後
見
（
以
下
「
未
成
年
者
の
後

見
」
と
い
う
。
）
」
を
「
未
成
年
後
見
」
に
、
「
同
法
」
を
「
民
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
遺
言
の
謄
本
」
を
「
遺

言
書
等
の
謄
本
又
は
遺
言
書
等
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
後
見
開
始
」
を
「
未
成
年
後
見
の

開
始
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
中
「
未
成
年
者
の
後
見
」
を
「
未
成
年
後
見
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
後
見
人
、
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
、
「
及
び
任
意
後
見
受
任
者
」
を
「
、
任
意
後

見
受
任
者
及
び
補
助
開
始
の
審
判
又
は
任
意
後
見
開
始
の
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
公
正
証
書
に
よ
つ
て

本
人
の
指
定
し
た
者
」
に
改
め
る
。

（
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
又
は
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
特
定

補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
（
特
定
補
助
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
又
は
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
特
定
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
」

に
改
め
る
。

（
予
防
接
種
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
項
中
「
又
は
後
見
人
」
を
「
並
び
に
未
成
年
後
見
人
及
び
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
二
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に

改
め
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
三
号
中
「
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

「
乃
至
第
四
百
条
」
を
「
か
ら
第
四
百
条
ま
で
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
条
第
二
項
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、

「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
二
項
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
、
「
を
以
て
」
を
「
で
、
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
虞
の
」
を
「
お
そ
れ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
後
見
人
、
後
見

監
督
人
又
は
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
特
定
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
（
特
定
補
助
人
に
係

る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
又
は
保
佐
人
」
を
「
未

成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
特
定
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人
」
に
改
め
る
。

第
三
百
四
十
二
条
の
三
、
第
三
百
四
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
百
五
十
三
条
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め

る
。
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第
四
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」
に
、
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
言
渡
」
を

「
言
渡
し
」
に
、
「
在
る
」
を
「
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
五
百
二
条
中
「
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
る
。

（
検
察
審
査
会
法
及
び
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
」
に
改
め
る
。

一

検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
七
条
第
三
号

二

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三
号

（
少
年
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
る
。

一

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項

二

少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
九
十
三
条
第
一
項

三

少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
七
十
四
条
第
三
項
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項
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（
労
働
組
合
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成

年
後
見
監
督
人
」
に
改
め
る
。

一

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号

二

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項

第
三
号

三

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
六
号

四

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
第
六
号

五

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
第
六
号

六

執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
三
条
第
三
号

七

公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号

八

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
五
号

九

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
第
六
号
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（
身
体
障
害
者
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
八
十
三
号
）
第
四
条

三

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
及
び
後
見
人
又
は
保
佐
人
」
を
「
、
未
成
年
後
見
人
及
び
特
定
補
助
人
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
、
保
佐
人
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
後
見
人
又
は
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。
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第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
中
「
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第

八
百
七
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
の
見
出
し
中
「
後
見
等
」
を
「
補
助
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
後
見
、
保
佐
及
び
」
を
削

り
、
「
「
後
見
等
」
を
「
単
に
「
補
助
」
に
、
「
後
見
等
の
」
を
「
補
助
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
後
見
等
」
を

「
補
助
」
に
改
め
る
。

（
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
三
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
若
し
く
は
特
定
補
助
人
」
に
、
「
第
一
項
但
書
」
を
「
第
一
項
た

だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
見
出
し
中
「
後
見
人
選
任
」
を
「
未
成
年
後
見
人
等
の
選
任
」
に
改
め
、
同
条
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を

「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
及
び
後
見
人
」
を
「
及
び
未
成
年
後
見
人
の
職
務
を
行
う
者

並
び
に
特
定
補
助
人
」
に
、
「
す
み
や
か
に
、
後
見
人
」
を
「
速
や
か
に
、
未
成
年
後
見
人
又
は
補
助
人
」
に
改
め
る
。
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（
検
疫
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
五
項
中
「
又
は
後
見
人
」
を
「
並
び
に
未
成
年
後
見
人
及
び
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。

（
特
許
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
等
」
を
「
未
成
年
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見

人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
後
見
監

督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
補
助
監
督
人
（
特
定
補
助
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
被
保
佐
人
又
は
」
を
削
り
、
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
の
法
定
代
理
人
）

第
七
条
の
二

特
定
補
助
人
は
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
を
代
理
し
て
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
十
六
条
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
後
見
監
督
人
が
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
補
助
監
督
人
が
」
に
、
「
後
見
監
督
人

の
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
若
し
く
は
補
助
監
督
人
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
三
条
第
二
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く

は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
九
条
第
三
号
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監

督
人
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
四
条
の
五
第
二
項
第
二
号
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
六
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条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
後
見
等
」
を
「
補
助
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
後
見
、
保
佐
及
び
」
を
削
り
、

「
「
後
見
等
」
を
「
単
に
「
補
助
」
に
、
「
後
見
等
の
」
を
「
補
助
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
後
見
等
」
を
「
補

助
」
に
改
め
る
。

（
商
業
登
記
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

未
成
年
後
見
人
登
記
簿

第
三
章
第
三
節
の
節
名
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
見
出
し
中
「
後
見
人
登
記
」
を
「
未
成
年
後
見
人
登
記
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
後
見
人
の
氏

名
」
を
「
未
成
年
後
見
人
の
氏
名
」
に
改
め
、
「
並
び
に
当
該
後
見
人
が
未
成
年
後
見
人
又
は
成
年
後
見
人
の
い
ず
れ
で
あ
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る
か
の
別
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
被
後
見
人
」
を
「
未
成
年
被
後
見
人
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
、
又
は
数
人

の
成
年
後
見
人
が
共
同
し
て
そ
の
権
限
を
行
使
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
及
び
同
条
第
二

項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
後

見
人
の
」
を
「
未
成
年
後
見
人
の
」
に
、
「
新
後
見
人
」
を
「
新
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
後
見
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
並
び

に
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
成
年
被
後
見
人
に
つ
い

て
後
見
開
始
の
審
判
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
又
は
後
見
人
」
を
「
又
は
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

（
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
七
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
八
百
七
十
六

条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
後
見
等
」
を
「
補
助
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
後
見
、
保
佐
及
び
」
を
削
り
、

「
「
後
見
等
」
を
「
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
補
助
」
に
、
「
後
見
等
の
」
を
「
補
助
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
後

見
等
」
を
「
補
助
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
十
九
号
㈠
ハ
中
「
後
見
人
登
記
」
を
「
未
成
年
後
見
人
登
記
」
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
九

の
二

家
事
事
件
手
続
法
別
表
第
一
の
一
の
項
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
の
審
判
の
申
立
て

三
千
三
百
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
る
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
千

九
百
円
）

別
表
第
一
の
三
〇
の
項
中
「
十
七
の
項
、
三
十
六
の
項
、
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三
〇

の
二

家
事
事
件
手
続
法
別
表
第
一
の
四
の
項
、
七
の
項
、

九
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
、
十
五
の
項
、
十
六
の

項
、
十
八
の
項
、
百
十
一
の
項
、
百
十
二
の
項
、
百

十
六
の
項
、
百
二
十
の
項
又
は
百
二
十
一
の
項
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
の
申
立
て

二
千
三
百
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
る
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
九

百
円
）

三
〇

の
三

家
事
事
件
手
続
法
別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
の
審
判
の
申
立
て

二
千
百
円

別
表
第
一
の
三
一
の
項
中
「
一
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
、
十
八
の
項
、
二
十
の
項
か
ら
二
十
四
の
項
ま
で
、
二
十
六
の
項

か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
、
三
十
二
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
七
の
項
、
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
三
の
項
ま
で
、
四
十
五
の

項
か
ら
四
十
七
の
項
ま
で
、
五
十
一
の
項
、
五
十
二
の
項
」
を
「
二
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
八
の
項
、
十
四
の
項
、
十

七
の
項
」
に
、
「
か
ら
五
十
八
の
項
ま
で
」
を
「
、
五
十
七
の
項
、
五
十
八
の
項
」
に
、
「
百
十
一
の
項
か
ら
百
十
四
の
項

ま
で
、
百
十
六
の
項
、
百
十
七
の
項
、
百
二
十
の
項
、
百
二
十
一
の
項
」
を
「
百
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
の
三
二
の
項

中
「
十
二
の
二
の
項
、
」
を
削
り
、
同
表
の
三
三
の
項
中
「
十
二
の
項
、
十
四
の
項
、
十
五
の
項
、
十
九
の
項
」
を
「
三
の
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項
、
二
十
一
の
項
」
に
、
「
三
十
四
の
項
、
三
十
八
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
三
の
項
」
を
「
五
十
七
の
二
の
項
」
に
改

め
、
「
百
十
の
項
」
の
下
に
「
、
百
十
九
の
項
」
を
加
え
、
同
表
の
三
四
の
項
中
「
九
の
項
、
十
一
の
項
、
十
三
の
項
、
十

六
の
項
、
十
六
の
二
の
項
、
三
十
の
項
、
三
十
一
の
項
、
三
十
五
の
項
、
四
十
九
の
項
、
五
十
の
項
、
五
十
四
の
項
」
を

「
二
十
の
項
、
二
十
二
の
項
、
二
十
四
の
項
、
二
十
六
の
項
、
二
十
七
の
項
」
に
、
「
百
十
九
の
項
」
を
「
百
十
八
の
項
」

に
改
め
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
」
に

改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
、
第
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
、
第
八
条
」
を
「
か
ら
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に

改
め
る
。

一

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十

五
号
）
第
六
条
第
二
号

二

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
五

項
三

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項

（
民
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
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見
監
督
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
訴
訟
無
能
力
者
」
を
「
訴
訟
能
力
を
欠
く
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
未
成
年
者
及
び
成
年
被
後
見
人
」
を
「
未
成
年
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
成
年
被
後
見

人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
、

「
、
保
佐
人
若
し
く
は
保
佐
監
督
人
」
を
削
り
、
「
後
見
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
後
見
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
又
は
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

裁
判
長
は
、
未
成
年
者
又
は
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
法
定
代
理
人
が
な
い
場
合

又
は
法
定
代
理
人
が
代
理
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
手
続
が
遅
滞
す
る
こ
と
に

よ
り
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
特
別
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
又
は
特
定
補
助
人
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

特
別
代
理
人
の
選
任
の
裁
判
は
、
疎
明
に
基
づ
い
て
す
る
。

第
四
十
条
第
四
項
中
「
被
保
佐
人
若
し
く
は
被
補
助
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
後
見
人
」
を

「
未
成
年
後
見
人
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
見
出
し
中
「
訴
訟
無
能
力
者
等
」
を
「
訴
訟
能
力
を
欠
く
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
訴
訟
無
能

力
者
」
を
「
訴
訟
能
力
を
欠
く
者
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
第
五
項
中
「
が
保
佐
人
又
は
補
助
人
」
を
「
が
補
助
人
（
民
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
補
助

人
と
し
て
付
さ
れ
、
又
は
同
法
第
八
百
七
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
補
助
人
と
定
め
ら
れ
た
者
を
除
く
。
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
被
保
佐
人
又
は
被
補
助

人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
保
佐
人
又
は
補
助
人
」
を
「
補
助
人
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
被

保
佐
人
又
は
被
補
助
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
六
条
第
二
号
中
「
後
見
人
と
被
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
と
未
成
年
被
後
見
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
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一
号
を
加
え
る
。

三

特
定
補
助
人
と
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
の
関
係
に
あ
る
こ
と
。

（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
及
び
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
後
見
開
始
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
」
に
改
め
る
。

一

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
十
二
条
第
三
号

二

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
十
六
条
第
三
号

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
又
は
後
見
人
」
を
「
並
び
に
未
成
年
後
見
人
及
び
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
後
見
開
始
の
審
判
等
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
後
見
開
始
、
保
佐

開
始
又
は
」
を
削
り
、
「
審
判
」
の
下
に
「
又
は
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
」
を
加
え
る
。

（
人
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
四
第
二
項
中
「
第
三
条
の
十
二
各
号
」
を
「
第
三
条
の
十
三
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
、
第
十
三
条
」
を
削
り
、
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
成
年
後
見
人

は
」
を
「
特
定
補
助
人
は
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
成
年
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
成
年
後
見
監
督
人
が
、
成
年
被
後
見
人
」
を
「
補
助
監
督
人
が
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に

改
め
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

二
二

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢



第
十
条
中
「
乃
至
第
四
百
条
」
を
「
か
ら
第
四
百
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
後
見
人
若
し
く
は
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
若
し
く
は
補
助
人
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
、
保
佐
人
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

未
成
年
後
見
人
又
は
補
助
人

（
不
動
産
登
記
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
条
第
一
項
中
「
後
見
開
始
若
し
く
は
保
佐
開
始
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
」
に
改
め
る
。

（
会
社
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
が
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
が
」

に
、
「
成
年
後
見
人
が
、
成
年
被
後
見
人
の
同
意
（
後
見
監
督
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
成
年
被
後
見
人
及
び
後
見
監

督
人
の
同
意
）
を
得
た
上
で
、
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
が
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者

の
同
意
を
得
た
上
で
、
民
法
第
十
一
条
第
一
項
の
代
理
権
を
付
与
す
る
旨
の
審
判
に
基
づ
き
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
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の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
」

を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
六
百
七
条
第
一
項
第
七
号
中
「
後
見
開
始
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
」
に
改
め
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
第
一
項
第
五
号
中
「
後
見
、
保
佐
及
び
」
を
削
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
が
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
が
」
に
、

「
成
年
後
見
人
が
、
成
年
被
後
見
人
の
同
意
（
後
見
監
督
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
成
年
被
後
見
人
及
び
後
見
監
督
人

の
同
意
）
を
得
た
上
で
、
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
が
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
の
同
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意
を
得
た
上
で
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
代
理
権
を
付
与
す
る
旨
の
審
判
に
基
づ

き
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

「
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
す
る
。

（
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
補
助
開
始
の
審
判
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
」
を

「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
る
者
」
に
、
「
後
見
開
始
、
保
佐
開
始
又
は
補
助
開
始
の
審
判
（
以
下
「
後
見
開
始
の
審
判

等
」
と
総
称
す
る
。
）
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
未
成
年
後
見
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
後
見
、
保
佐
又
は
補
助
（
以
下
「
後
見

等
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
（
次
項
に
お
い
て
「
被
後
見
人
等
」
と
総
称
す

る
。
）
」
を
「
未
成
年
後
見
又
は
補
助
（
以
下
「
未
成
年
後
見
等
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
未
成
年
被
後
見
人
又
は
補
助
開

始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
後
見
人
等
」
を
「
未
成
年
被
後
見
人
又
は
補
助
開
始
の
審
判
を
受
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け
た
者
」
に
、
「
後
見
人
、
保
佐
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
」
に
、
「
後
見
等
に
」
を
「
未
成
年
後
見
等
に
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
後
見
等
」
を
「
未
成
年
後
見
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
後
見
開
始
の
審
判
等
」
を
「
補
助
開
始
の
審

判
」
に
改
め
る
。

（
信
託
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
後
見
開
始
又
は
保
佐
開
始
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
成
年
後
見
人
若
し
く
は
保
佐
人
」
を
「
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。

（
統
計
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
又
は
成
年
被
後
見
人
」
を
削
り
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

�

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
た
個
人
が
、
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
特
定
補
助
人
は
、
本
人
の
心
身
の
状
態
及
び
生
活
の
状
況
に
配
慮
し
つ
つ
、
当
該
報
告
に
関
し
必
要
な
支
援
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を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
補
助
人
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見

監
督
人
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年

後
見
人
」
に
改
め
、
「
、
保
佐
人
若
し
く
は
保
佐
監
督
人
」
を
削
り
、
「
後
見
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
後
見
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
又
は
未
成
年
後
見
人
」

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
又
は
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。

（
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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第
四
十
条

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後

見
監
督
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
被
保
佐
人

又
は
被
補
助
人
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
、
「
保
佐
人
若
し
く
は
保
佐
監
督
人
又
は
補
助
人
若
し
く
は
」

を
「
補
助
人
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
又
は
特
定
補
助
人
」
に
、

「
後
見
監
督
人
」
を
「
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
補
助
監
督
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
見
出
し
中
「
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
」
を
「
未
成
年
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
後
見
人
」

を
「
若
し
く
は
未
成
年
後
見
人
又
は
特
定
補
助
人
」
に
、
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を

受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
」
を
「
特
定
補
助
人
を
付
す
る
処
分
の
審
判
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
後
見
人
」
を
「
未
成
年
後
見
人
又
は
特
定
補
助
人
」
に
改
め
る
。
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第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
、
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
及
び
被
補
助
人
」
を
「
及
び
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
」

に
改
め
る
。

（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と

し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
成
年
被
後
見
人
等
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
等
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者

第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
任
意

後
見
監
督
人
が
選
任
さ
れ
た
」
を
「
任
意
後
見
開
始
の
審
判
が
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
三

項
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
成
年
被
後
見
人
等
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
成
年
後
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見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
及
び
第
八
条
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
る
。

第
九
条
後
段
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
成
年
被
後
見
人
等
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
等
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
成
年
被
後
見
人
等
」
を
「
補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
等
」
に
、
「
成
年

後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
成
年
被
後
見
人
等
」
を
「
補
助
開

始
の
審
判
を
受
け
た
者
等
」
に
、
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
中
第

五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
後
見
開
始
、
保
佐
開
始
又
は
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条

第
六
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
九
号

中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を

「
補
助
人
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
十
号
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
成
年
後
見
人
等
」
を
「
補
助
人
等
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
二
条
中
「
第
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
。
以
下
「
民
法
等
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
六
条
中
戸
籍
法
第
六
十
四
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
一
号
の
改
正
規
定

を
除
く
。
）

民
法
等
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
成
年
被
後
見
人
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

民
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
成
年

被
後
見
人
、
成
年
後
見
人
及
び
成
年
後
見
監
督
人
並
び
に
民
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
被
保
佐
人
、
保
佐
人
及
び
保
佐
監
督
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
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お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消

費
者
契
約
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
民
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
四
十
八
条
の
五
第
二
項
第
二
号
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
」
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▢



に
改
め
る
。

（
民
事
執
行
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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三





理

由

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
商
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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